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平成28年度税制改正により，個人が国立大学法人へ
寄附をした場合の税制上の優遇措置として，新たに税額
控除制度が導入され，本学も本制度の対象法人として
文部科学省の承認を受けました。

これにより，所得控除と税額控除のうち，どちらか一方
を選択いただくことが可能となりますが，税額控除は，よ
り大きな減税効果が見込まれるところですので，是非こ
の機会に基金へのご支援をお願いいたします。
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平成28年11月30日現在の寄附累計額は，１億2,754万6,023円
となりました。心より御礼申し上げます。

工学部学生海外派遣支援金として，マラヤ大学（マ
レーシア）への短期派遣費用を支援いたしました（５名・
30万円）。

★工学部学生海外派遣支援金受給生からのメッセージ

以前から大学在学中に一度は海外留学したいと思っ
ていたところ，担当教員より勧められ，参加を決めまし
た。

最初は異国の地での生活に不安を感じていましたが，
現地の学生は明るく気さくですぐに打ち解けることがで
きました。

共同生活の中で，ライフスタイルや宗教の違いにカル
チャーショックを受け，自己を見つめ直す良いきっかけ
となりました。

このプログラムでは，英語の勉強だけではなく，伝統
的な楽器やダンスを学び，ホームステイで現地の文化
に触れるなど，貴重な経験をしました。

私たちは多くの異文化を体験することで，視野が広が
り，一回り成長できたと感じています。

これからの社会人生活の中で自分とは異なる他者を
認め，尊重する気持ちを忘れないようにしたいです。

工学部建築建設工学科４年
水谷 彰太
山本 あかね

優遇措置について

税額控除制度
所得税額から直接寄附金額の一定割合が控除され
ます。

１万円のご寄附の場合
所得控除と比較し，1,600円多い減税効果があります。

派遣先 ； マラヤ大学（マレーシア）
期間先 ； 平成28年8月21日～9月12日

モデルケース 年収500万円
所得税率20％（平均的な世帯の諸控除額を想定）

在学生 64 286,000

卒業生 628 18,775,579

在学生・卒業生のご家族 242 2,160,370

役員，教職員 528 32,828,560

元教職員 93 4,318,000

一般 151 3,868,038

法人・団体 198 65,309,476

計 1,904 127,546,023

区　　　分 件　数 金　額　（円）

●当基金にご寄附くださった企業・団体様の
ホームページとの相互リンクについて

このたび，ご寄附を賜りました企業・団体様のことを
広く社会に知っていただくために，ご賛同いただいた企業
・団体様のホームページと本学の基金ホームページとの
間に相互リンクを設けることといたしました。

企業・団体様ホームページ 基金ホームページ芳名録

これは，①福井大学基金ホームページの芳名録から，
企業・団体様のホームページにとぶリンクを張る，
②企業・団体様のホームページ上に，本学の学生を応
援いただいていることを示すバナーを置かせていただき，
このバナーから基金ホームページの芳名録にとぶリンク
を張るというもので，すでに多数の企業・団体様からご
賛同を賜り，リンクを張らせていただいております。

（バナーの例）

税額控除額 ＝ （寄附金合計－2,000円） ×40％

マラヤ大学学生との交流
（山本さん：左）

学生の修学支援のために

福井大学基金へのご協力をお願いします。


